
審決

不服２０１７－　１０８８１

東京都港区西新橋二丁目１５番１２号
請求人 日立アプライアンス株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目１番１８号 ヒューリック虎ノ門ビル
代理人弁理士 特許業務法人磯野国際特許商標事務所

　特願２０１３－２３０８４４「印刷物、および画像の撮像方法」拒絶査定
不服審判事件〔平成２７年　５月１１日出願公開、特開２０１５－　
９０６３０〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、平成２５年１１月７日に出願された特許出願であって、平成２８
年１１月２８日付けで拒絶の理由が通知され、これに対して、平成２９年１
月２６日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年４月１８日付で拒絶
の査定がなされ、同拒絶査定の謄本が請求人に送達された。
　これに対して、同年７月２１日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、それ
と同時に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２９年７月２１日にされた手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２９年７月２１日にされた手続補正（以下、「本件補正」という。）
を却下する。
　
［理由］
１　本件補正について
　本件補正は、特許請求の範囲等を変更するものであり、平成２９年１月
２６日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲（以下、「補正
前の特許請求の範囲」という。）を同年７月２１日に提出された手続補正書
に記載された特許請求の範囲（以下、「補正後の特許請求の範囲」とい
う。）に補正することをその一部に含むものである。（補正箇所に下線を付
与した。）
　
（補正前の特許請求の範囲）
【請求項１】
　商品の説明を記載した紙面と、
　前記紙面上に表示され、前記商品に関する説明の動画データのネットワー
ク上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロ
ケーションを示す情報が記録されたページのネットワーク上でのロケーショ
ンを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードするこ



とができる符号と、
を備え、
　前記符号は前記紙面の綴じ代側に表示されていることを特徴とする印刷
物。
【請求項２】
　商品の説明を記載した紙面と、
　前記紙面上に表示され、前記商品に関する説明の動画データのネットワー
ク上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロ
ケーションを示す情報が記録されたページのネットワーク上でのロケーショ
ンを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードするこ
とができる符号と、
を備え、
　前記紙面の前記符号が表示されている位置の裏側には印刷がされていない
ことを特徴と
する印刷物。
【請求項３】
　商品に関する説明の動画データのネットワーク上での直接のロケーション
を示す情報、または、当該動画データの当該ロケーションを示す情報が記録
されたページのネットワーク上でのロケーションを示す情報をエンコードし
ていて、撮影により読み取ってデコードすることができる符号が、紙面上に
記載された説明文に対応して備わる印刷物に対して、
　前記紙面上の指示に従って携帯情報端末装置により前記符号を当該携帯情
報端末装置のディスプレイにその長手方向を水平方向として表示して撮像す
ることを特徴とする画像の撮像方法。
　
（補正後の特許請求の範囲）
【請求項１】
　左ページ及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって
記載した左右見開きの紙面と、
　前記紙面上に表示され、前記商品に関する説明の動画データのネットワー
ク上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロ
ケーションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケー
ションを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードす
ることができる符号と、
を備え、
　前記紙面における前記左ページ及び前記右ページとも、前記符号は前記紙
面を見開いたときにおける前記紙面の綴じ代側に、前記見出しに対応づけて
表示されていることを特徴とする印刷物。
【請求項２】
　前記紙面の前記符号が表示されている位置の裏側には印刷がされていない
ことを特徴とする請求項１に記載の印刷物。
【請求項３】
　商品に関する説明の動画データのネットワーク上での直接のロケーション
を示す情報、または、当該動画データの当該ロケーションを示す情報が記録
されたコンテンツのネットワーク上でのロケーションを示す情報をエンコー
ドしていて、撮影により読み取ってデコードすることができる符号が、紙面
上に記載された説明文に対応して備わる印刷物に対して、
　前記紙面上の指示に従って携帯情報端末装置により前記符号を当該携帯情
報端末装置のディスプレイにその長手方向を水平方向として表示して撮像さ
せることで、当該符号が示すロケーションにある動画データが前記ディスプ
レイに長手方向を横方向として表示されることを特徴とする画像の表示方
法。
　
２　本件補正の目的について
（１）本件補正のうち、請求項３についての補正は、補正前には「携帯情報
端末装置により前記符号を当該携帯情報端末装置のディスプレイに・・・表



示して撮像することを特徴とする画像の撮像方法」であったものを、補正後
には「携帯情報端末装置により前記符号を当該携帯情報端末装置のディスプ
レイに・・・表示して撮像させることで、当該符号が示すロケーションにあ
る動画データが前記ディスプレイに長手方向を横方向として表示されること
を特徴とする画像の表示方法」へと変更するものである。
　まず、この補正は、補正前には「画像」の「撮像」方法であったものを補
正後には「画像」の「表示」方法としようとするものであるところ、これ
は、「撮像」方法の発明を「表示」方法の発明へと変更するものであると同
時に、「画像」の文言の技術的意義をも変更するものである。すなわち、こ
の補正による補正前には、「画像」の文言が「撮像」される「画像」である
「符号」の上位概念を示すものとして用いられているのに対し、補正後に
は、「画像」の「表示方法」の直前部分に「撮像」によって「動画データ」
が「表示される」旨が記載され、「画像」の文言が、「撮像」の対象となっ
ていない「動画データ」の上位概念としても用いられているから、この補正
は、「画像」の文言を、「撮像」の対象の上位概念を示すものからこれを示
さないものへと変更するものである。いうなれば、補正後の「画像の表示方
法」は、補正前の「画像の撮像方法」により撮像される「画像」を表示する
方法ですらないのであって、この補正は、方法発明の対象方法それ自体を変
更しようとするものである。
　さらに、補正後の「表示される」ように「撮像させ」る主体は、携帯情報
端末装置により撮像を行う者（以下、「撮像者」という。）に対して「紙面
上の指示」を行う者であって、補正前の「撮像する」主体である撮像者と異
なっているから、この補正は、方法発明の発明特定事項であるステップを限
定するものではなく、このようなステップを行う主体をも変更しようとする
ものである。
　してみると、いずれの観点からみても、この補正は、特許法第１７条の２
第５項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とした補正に該当しないし、の
みならず、発明特定事項の限定による補正にも該当しない。
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる事項を目
的とするものではないし、また本件補正がステップを行う主体を変更しよう
とするものであることに照らせば、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうで
ない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかである。
　してみると、本件補正は、特許請求の範囲についてする補正であるにもか
かわらず特許法第１７条の２第５項各号のいずれを目的とするものでもない
ものを含むものであり、同項に規定する要件（いわゆる目的要件）に違反し
てなされたものである。
　
（２）　なお、本件補正のうち、請求項１及び請求項２についての補正は、
「商品の説明を記載した紙面」について、左ページ及び右ページにそれぞれ
商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した左右見開きのものである旨
の限定を付し、さらに、紙面上に表示された「符号」について、前記紙面に
おける前記左ページ及び前記右ページとも、前記符号は前記紙面を見開いた
ときにおける前記紙面の綴じ代側に、前記見出しに対応づけて表示されてい
る旨の限定を付するものであり、同項第２号に掲げる事項（特許請求の範囲
の減縮）を目的とするものである。
　
３　本件補正の独立特許要件違反について
　仮に、本件補正が、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる事項を目的
とするものであるとしても、以下のとおり、本件補正による補正後の発明が
特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、同法第
１２６条第７項の規定を準用する同法第１７条の２第６項の規定する要件
（いわゆる独立特許要件）に適合するものでない。
　
（１）請求項１について
ア　特許法第２９条第１項柱書について
（ア）　請求項１に記載されたものは、以下の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を
有する。



　
（Ａ）左ページ及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しに
よって記載した左右見開きの紙面を備えた印刷物
　
（Ｂ）（Ａ）の紙面上に表示され（て印刷物に備えられ）、前記商品に関す
る説明の動画データのネットワーク上での直接のロケーションを示す情報、
または、当該動画データの当該ロケーションを示す情報が記録されたコンテ
ンツのネットワーク上でのロケーションを示す情報をエンコードしていて、
撮影により読み取ってデコードすることができる符号
　
（Ｃ）（Ｂ）の符号が、（Ａ）の紙面における前記左ページ及び前記右ペー
ジとも、前記紙面を見開いたときにおける前記紙面の綴じ代側に、前記見出
しに対応づけて表示されていること
　
（イ）　上記の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、以下に示すとおり、いずれも
情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や表示を超えた技
術的特徴ではない。
　
（Ａ）について
　印刷物の見開きの紙面の左ページと右ページに「商品の説明」を「見出
し」によって記載することは、印刷物の見開きに情報を記載するという一般
的な情報の表示を超えた技術的特徴ではない。
　
（Ｂ）について
　（Ａ）の紙面上に表示された「符号」が「商品に関する説明の動画データ
のネットワーク上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画
データの当該ロケーションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワー
ク上でのロケーションを示す情報」を撮影により読み取ってデコードするこ
とができるようにエンコードしたものである旨を示しており、いわば、この
「符号」が動画データのありかを直接的又は間接的に示す情報を内容とする
ものである旨を示すにすぎない。
　また、この「符号」は、これが撮像されて読み取られた「動画データの
ネットワーク上での直接のロケーション」又は「動画データの当該ロケー
ションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケーショ
ン」によって「動画データ」を「表示」する機能を有する「携帯情報端末装
置」を介して「動画データ」を符号の撮像者に対して表示するものではある
ものの、本願特許請求の範囲及び明細書の記載からみて、特許を受けるべく
特許請求の範囲において記載された内容は、このような機能やこのような機
能を有する携帯情報端末装置の実現のための技術的事項やコンピュータソフ
トウェアの利用という観点から把握される技術的事項に係るものではなく、
このような機能を有する携帯情報端末装置を所与の前提として、「符号」の
撮像者に「動画データ」に係る情報を表示するにすぎない。
　いずれにしても、（Ｂ）は、情報を提示するための技術的特徴ではなく、
提示された情報の内容を示すにすぎない。
　
（Ｃ）について
　この点は、要するに、印刷物に「見出し」によって記載された「商品の説
明」に対応して「符号」を紙面上に表示し、その際、紙面を見開いたときに
おける紙面の綴じ代側に符号を表示する（見開き左ページでは「商品説明」
に対して相対的に右に符号を表示し、右ページでは「商品の説明」に対して
相対的に左に「符号」を表示する）ようにされた印刷物であるから、実質的
には、印刷物において符号を所定位置において表示することによって情報を
提示する旨を示すものであり、情報の内容についての特徴を示すにすぎな
い。
　
　さらに、上記の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を総合しても、全体として印刷
物上での情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や表示を



超えた技術的特徴を示すものではない。コンピュータソフトウェアを利用す
るものということもできず、この観点から「自然法則を利用した技術的思想
の創作」であるということもできない。
　
（ウ）　審判請求人の主張に対し
　審判請求人は、符号を見出しに対応づけることで情報を網羅的に提示でき
迅速に情報にアクセスできると主張する。
　しかし、これは印刷物に示された情報を見た人間の認識の作用にすぎない
ものであり、かつ、人間の認識は各人によって様々であることをも踏まえる
と、情報の提示に係る技術的特徴とはいえない。
　
　また、審判請求人は、「紙面を見開いたとき」における「綴じ代側」は
「印刷物の周縁部分」に比して経年変化によって傷みにくく、経年変化によ
る読取の不具合が生じにくいとも主張する。
　しかし、「紙面を見開いたとき」における「綴じ代側」が「印刷物の周縁
部分」に比して経年変化によって傷みにくいのは、印刷物の綴じ代が容易に
外れない構造であることによるものである。（このことは、綴じ代が容易に
外れる構造の印刷物（例えば加除式の印刷物）において「紙面を見開いたと
き」における「綴じ代側」が傷む場合があることから、明らかである。）こ
れに対して、本願特許請求の範囲は、印刷物の綴じ代の構造について何ら記
載していないし、本願明細書も「２次元コードの大部分」が「綴じ代５側」
に印刷されている（【００３３】）以上の内容を示していないのであり、本
願特許請求の範囲における、紙面を見開いたときにおける紙面の綴じ代側に
符号を表示する旨は、これのみによって経年変化による読取の不具合をより
生じにくくするという課題に対する解決手段を示すものとなっていない。い
わば、情報提示媒体としての所定の綴じ構造の印刷物において符号を所定位
置において表示することによって情報を提示する旨を示すにとどまるのであ
り、審判請求人の主張する観点からみて情報の提示に係る技術的特徴がある
ということはできない。
　
　審判請求人の主張は、いずれも採用することができない。
　
（エ）　小括
　してみると、補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載されたものは、特
許法上の「発明」でなく、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないか
ら、独立して特許を受けることができない。
　
イ　特許法第２９条第２項について（以下、補正後の特許請求の範囲の請求
項１に係る発明を「本件補正発明１」という。）
（ア）　引用文献と引用発明
　原査定の拒絶の理由において引用された、特開２００３－３０５８１号公
報（以下、「引用文献」という。）は、平成１５年１月３１日に出願公開が
なされた特許公報であり、次の事項が記載されている。（下線は当審で付与
した。）
　
Ａ「【００１４】また、読取部１１で読み取る情報媒体としては、名刺の他
に、店、品物、テレビ、イベントなどのタウン情報を掲載した雑誌、新聞、
広告、はがき、電話帳、レストランなどで用いられるメニュー、求人情報、
賃貸情報などの情報を載せた情報誌、会社案内、学校案内などの各種パンフ
レットおよびカタログなどが挙げられる。例えば、雑誌にこのような二次元
コードを載せるときには、図３に示したように、雑誌４０の紙面上に記事
４１、４２を載せて、この記事のそれぞれに対応するように二次元コード
４３、４４を見出しのように印刷または添付してもよい。同様に、新聞、広
告、はがきなどに印刷することもできる。なお、添付する場合には、二次元
コードを予め印刷しておき、この印刷物を添付する。」
　
Ｂ「【００２０】また、図４の携帯端末装置５０において、所定の情報を蓄



積した記録媒体の再生を行うためのドライバとしての記録媒体再生部５６
が、データ処理部５３に接続している。さらに、当該データ処理部５３は、
所定の情報を蓄積したサーバであるデータベースサーバ６２にネットワーク
システム６１を介して接続している。
【００２１】読取部５１は、図１に示した情報提供システムにおける読取部
１１と同様に、情報媒体に印刷または添付された二次元コードを読み取っ
て、このデータをデコード部５２に送る。ここで、正確に読み取るために、
読取部５１はＣＣＤ（ｃｈａｒｇｅ　ｃｏｕｐｌｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）を用
いた撮像素子を用いることが好ましい。・・・
【００２２】また、読取部５１で読み取る情報媒体としては、図１で示した
情報提供システムの場合と同様に、名刺の他に、店、品物、テレビ、イベン
トなどのタウン情報を掲載した雑誌、新聞、広告、はがきなど、および料理
のレシピ本または記事を載せた情報媒体、商品カタログなどが挙げられる。
デコード部５２は、図１のデコード部１２と同様に、読取部５１でコードを
読み取って得られたデータを、エンコードした際の取り決めに従ってデコー
ドする。ＲＯＭ５５には、このデコードを行うために必要なプログラムが格
納され、デコード部５２は、このＲＯＭ５５にアクセスして、ＲＯＭ５５内
のデータを参照しながら二次元コードのデコード処理を行う。なお、二次元
コードにデコード処理を施して得られたデータは、データ処理部５３に送ら
れる。
【００２３】データ処理部５３は、デコード部５２で得られたデータ、すな
わち記録媒体、データベースなどに蓄積された情報にアクセスするための
データである所定のアドレスを含むデータを処理して、処理して得られた
データを出力部５４に送る。なお、データ中にアドレスを含まないものにつ
いては、特に何も処理せずに出力部５４に送る。
【００２４】データ処理部５３での処理は、例えば図５に示したように、デ
コード処理したデータ中にアドレスがあるか否かを判別するステップＳ１０
と、当該アドレスがＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレス
であるか否かを判別するステップＳ２０と、ＣＤ－ＲＯＭから所定のデータ
を取り出すステップＳ２１０～Ｓ２３０と、インターネット上のデータベー
スを検索して所定のデータを取り出すステップＳ１１０～Ｓ１３０とから構
成される手順を行われる。
【００２５】ステップＳ１０では、前記デコード部５２でデコード処理した
データに、所定の情報を蓄積した場所を特定するためのアドレスが含まれる
か否かを判別する。この判別結果がＹＥＳである場合にはステップＳ２０に
進み、判別結果がＮＯである場合にはデータ処理は終了する。ステップ
Ｓ２０では、データに含まれるアドレスがＩＰアドレスか否かが判別され
る。この判別結果がＹＥＳ、すなわち当該アドレスがＩＰアドレスである場
合にはステップＳ１１０に進み、判別結果がＮＯ、すなわち当該アドレスが
ＩＰアドレスでない場合にはステップＳ２１０に進む。
【００２６】ステップＳ１１０では、ネットワーク（図４においてはネット
ワークシステム６１）に接続して、ステップＳ１２０に進む。ここで、ネッ
トワークシステム６１としては、インターネット、ローカルエリアネット、
ワイドエリアネットなどが挙げられる。ステップＳ１２０では、ＩＰアドレ
スを用いてネットワーク上のデータベース（図４においてはデータベース
６２）を検索して、ステップＳ１３０に進む。
【００２７】ステップＳ１３０では、データベース６２からＩＰアドレスで
特定された領域から所定の情報が蓄積された領域を取り出して、データ処理
部５３にダウンロードして、データ処理は終了する。また、ステップ
Ｓ２１０では、ＣＤ－ＲＯＭを再生させて（図４においては記録媒体再生部
５６を動作させる）、ステップＳ２２０に進む。
【００２８】ステップＳ２２０では、アドレスを用いて、この再生中の
ＣＤ－ＲＯＭから所定の情報が蓄積された領域を検索して、ステップ
Ｓ２３０に進む。ステップＳ２３０では、ステップＳ２２０で検索した領域
に蓄積された所定の情報をデータ処理部５３に取り込んで、データ処理を終
了する。出力部５４は、図１の出力部１３と同様に、例えばディスプレイな
どの表示手段、プリンタなどであり、データ処理部５３から送られたデータ



を視覚化して出力する。」
　
Ｃ「【００３５】また、電気機器、電子機器、車両などの複雑な操作、作業
などを必要とされる装置のマニュアルに二次元コードを付す場合、その具体
的な操作を動画または静止画で示したデータを記録媒体またはデータベース
サーバに蓄積しておき、この装置を操作、作業などを行うユーザは、二次元
コードをデコードすることで、文字では理解しにくい、具体的な操作、運転
方法を画像を以て視覚的に理解することが可能になる。
【００３６】また、商品カタログなどに二次元コードを付す場合において
も、カタログに載せられた写真などによっても分かりにくい、商品の特性、
例えば使用上の注意点、すでに購入した他のユーザの声、実際の使用状況な
どの情報を文字および画像で所定の記録媒体およびデータベースサーバに蓄
積しておき、商品カタログを見て商品の購入を検討しているユーザは、この
二次元コードをデコードすることで、これらの文字および画像による情報を
取り出すことが可能になる。」
　
Ｄ　上記Ｃの「電気機器、電子機器、車両などの複雑な操作、作業などを必
要とされる装置のマニュアル」や「商品カタログ」は、、図３に示された
「雑誌」とともに例示された上記Ａの「各種パンフレットおよびカタログな
ど」や上記Ｂの「商品カタログなど」の例であり、「雑誌」と同様に「紙面
上」に載せられた「記事」のそれぞれに「対応する」ように「二次元コー
ド」を「見出しのように印刷または添付」することが可能なものである。
　
Ｅ　してみると、引用文献１には、次のとおりの発明が記載されている。
　
（引用発明）
　電気機器、電子機器などの複雑な操作などを必要とされる装置のマニュア
ルや商品カタログなどの情報媒体であって、
　その紙面上に載せられた記事のそれぞれに対応するように二次元コードを
見出しのように印刷または添付されたものであり、
　この二次元コードは、エンコードした際の取り決めに従ってデコードさ
れ、処理されて、デコード処理したデータ中にアドレスがあるか否かが判別
され、当該アドレスがＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレ
スであれば、そのＩＰアドレスを用いてネットワーク上のデータベースを検
索し、データベースからＩＰアドレスで特定された領域から所定の情報が蓄
積された領域が取り出されてダウンロードされてディスプレイなどの表示手
段などに送られて視覚化されて出力されるために携帯端末装置の撮像素子を
用いて読み取られるものであり、
　電気機器、電子機器などの複雑な操作などを必要とされる装置のマニュア
ルに二次元コードを付す場合には、その具体的な操作を動画または静止画で
示したデータをデータベースサーバに蓄積しておき、この装置を操作、作業
などを行うユーザは、二次元コードをデコードすることで、文字では理解し
にくい、具体的な操作、運転方法を画像を以て視覚的に理解することが可能
になるものであり、商品カタログなどに二次元コードを付す場合において
も、商品の使用上の注意点のような商品の特性などを文字および画像で所定
の記録媒体およびデータベースサーバに蓄積しておき、商品カタログを見て
商品の購入を検討しているユーザは、この二次元コードをデコードすること
で、これらの文字および画像による情報を取り出すことが可能になるもので
ある、情報媒体。
　
（イ）　対比
　引用発明の「電気機器、電子機器などの複雑な操作などを必要とされる装
置」や「商品」は、本件補正発明１の「商品」に相当し、引用発明は、この
ような商品の「マニュアルや「商品カタログ」などの情報媒体は、このよう
な商品についての説明である「記事」と「二次元コード」を印刷したもので
あるから、本件補正発明１の「商品の説明を記載した紙面」を備えた「印刷
物」に相当する。



　
　引用発明の、商品についての具体的な操作を動画等で示したデータや商品
の使用上の注意点のような商品の特性などのデータは、本件補正発明１の、
「動画データ」に相当する。そして、引用発明の、このような動画データを
取り出すデータベースサーバと領域を特定するＩＰアドレス等の情報は、本
件補正発明１の、「動画データのネットワーク上での直接のロケーションを
示す情報」に相当する。
　そうすると、引用発明の「二次元コード」は、「動画データのネットワー
ク上での直接のロケーションを示す情報」がエンコードされて印刷物の紙面
上に表示されたものであって、撮像素子を用いた読み取りである「撮像」に
よって読み取られデコードされるものであるから、本件補正発明１の「前記
紙面上に表示され、前記商品に関する説明の動画データのネットワーク上で
の直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロケー
ションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケーショ
ンを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードするこ
とができる符号」に相当する。
　
　してみると、本件補正発明１と引用発明とは、以下の一致点で一致し、相
違点で相違する。
　
（一致点）
　商品の説明を記載した紙面と、
　前記紙面上に表示され、前記商品に関する説明の動画データのネットワー
ク上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロ
ケーションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケー
ションを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードす
ることができる符号と、
を備えた、印刷物。
　
（相違点）
Ａ　商品の説明を記載した紙面が、本件補正発明１では、「左ページ及び右
ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した左右見開
きの紙面」であるのに対し、引用発明では、その旨明示されていない点。
　
Ｂ　本件補正発明１では、「前記紙面における前記左ページ及び前記右ペー
ジとも、前記符号は前記紙面を見開いたときにおける前記紙面の綴じ代側
に、前記見出しに対応づけて表示されている」のに対し、引用発明では、そ
の旨明示されていない点。
　
（ウ）　相違点の判断
　相違点Ａ及び相違点Ｂは、関連する相違点であるので、まとめて検討す
る。
　「電気機器、電子機器などの複雑な操作などを必要とされる装置」に係る
「マニュアル」や「商品カタログ」において、商品の説明である記事やその
見出しとの関係で二次元コードのようなそれらと関連づけて記載されるべき
情報をどこに配置するかは、商品の説明を記載した紙面が提供する情報の内
容に応じて、当業者が任意に決定し得ることである。
　また、記事や記事の見出しと二次元コードの具体的な配置について検討す
ると、記事に関連する二次元コードを見出しに対応づけるレイアウトや左右
見開きの左ページ及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しに
よって記載するレイアウトは、いずれも一般的なものであり、また、引用文
献の図３には、左ページについて見開きの綴じ代側となる右側に二次元コー
ドを表示する例が図示されている。これらに照らせば、引用発明においてこ
れらの一般的なレイアウトを採用するにあたっては、左ページについて同図
に倣って符号を綴じ代側となる右側に配置し、同図中に明示がない右ページ
について、二次元コードを右ページのどこに配置するか（綴じ代側となる左
側とそうでない右側のいずれに配置するか）は、当業者が適宜決定し得る事



項であり、綴じ代側に配置することに格別の困難性があるとは認められな
い。いうなれば、商品の説明を記載した紙面を、左ページ及び右ページにそ
れぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した左右見開きの紙面と
し、この紙面における左ページ及び右ページとも、紙面を見開いたときにお
ける紙面の綴じ代側に見出しに対応づけて符号を表示することは、一般的な
レイアウトについての知識を有する者が通常想定する選択肢の一つにすぎ
ず、これを選択することは、適宜なし得たことである。
　さらには、ア（ウ）において上述したとおり、本願特許請求の範囲は、経
年変化による読取の不具合をより生じにくくするという課題に対する解決手
段を示すものでなく、また、このことをさておくとしても、引用文献におけ
る雑誌やマニュアルは、多くの場合綴じ代が容易に外れない構造の印刷物で
あるから、本願明細書の段落【００３３】に示された点も、当業者の予測の
範囲内のものである。この点を含め、本件補正発明１の構成の採用による効
果は、当業者の予測の範囲内のものであって、格別のものではない。
　してみると、引用発明において、商品の説明を記載した紙面を、左ページ
及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した左
右見開きの紙面とし、この紙面における左ページ及び右ページとも、紙面を
見開いたときにおける紙面の綴じ代側に見出しに対応づけて符号を表示する
ことは、当業者が容易になし得たことである。
　
（エ）　小括
　以上のとおり、本件補正発明１は、引用発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定によ
り、独立して特許を受けることができない。
　
（２）請求項２について
ア　特許法第２９条第１項柱書について
（ア）　請求項２に記載されたものは、（１）ア（ア）で示した（Ａ）、
（Ｂ）及び（Ｃ）に加え、下記の（Ｄ）を有する。
　
（Ｄ）　（Ａ）の紙面の（Ｂ）の符号の表示位置の裏側に印刷がされていな
いこと
　
（イ）　（１）ア（イ）で示したように、（１）ア（ア）で示した（Ａ）、
（Ｂ）及び（Ｃ）は、いずれも情報の単なる提示を示すものであり、一般的
な情報の記録や表示を超えた技術的特徴ではないところ、上記（Ｄ）も同様
に、一般的な情報の記録や表示を超えた技術的特徴ではない。
　いわゆる裏写りを避けるため所定の情報掲載位置の裏側に印刷を行わない
ことは、一般的な情報の表示の手法にすぎないのであって、これを超えた技
術的特徴ではない。
　
　さらに、上記の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）を総合しても、全体と
して印刷物上での情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録
や表示を超えた技術的特徴を示すものではない。コンピュータソフトウェア
を利用するものということもできず、この観点から「自然法則を利用した技
術的思想の創作」であるということもできない。
　
（ウ）　小括
　してみると、補正後の特許請求の範囲の請求項２に記載されたものは、特
許法上の「発明」でなく、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないか
ら、独立して特許を受けることができない。
　
イ　特許法第２９条第２項について（以下、補正後の特許請求の範囲の請求
項２に係る発明を「本件補正発明２」という。）
（ア）　引用文献及び引用発明について
　（１）イ（ア）のとおりである。



　
（イ）　対比
　　本件補正発明２と引用発明とを対比すると、両者は、（１）イ（イ）で
あげた一致点において一致する。そして、（１）イ（イ）であげた相違点
Ａ，Ｂに加え、次の相違点Ｃにおいて相違する。
　
（相違点）
Ｃ　本件補正発明２は、「前記紙面の前記符号が表示されている位置の裏側
には印刷がされていない」のに対し、引用発明ではその旨明示されていない
点
　
（ウ）　相違点の判断
　（１）イ（ウ）で示したことに加え、いわゆる裏写りを避けるため所定の
情報掲載位置の裏側に印刷を行わないことは、常套手段であり、これを採用
することは、適宜なし得ることである。
　また、本件補正発明２の構成を採用することの効果も、格別のものでな
い。

（エ）　小括
　以上のとおり、本件補正発明２は、引用発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定によ
り、独立して特許を受けることができない。
　
（３）　請求項３について
ア　特許法第２９条第１項柱書について
（ア）　請求項３に記載されたものは、以下の（Ｅ）、（Ｆ）及び（Ｇ）を
有する。
　
（Ｅ）「符号が、紙面上に記載された説明文に対応して備わる印刷物」に備
わる「符号」を「携帯情報端末装置」により「撮像させる」ことで「動画
データ」が「表示される」「画像の表示方法」であること
　
（Ｆ）（Ｅ）の「符号」が「商品に関する説明の動画データのネットワーク
上での直接のロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロ
ケーションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケー
ションを示す情報をエンコードしていて、撮影により読み取ってデコードす
ることができる」ものであること
　
（Ｇ）（Ｅ）の印刷物の「紙面上」に「携帯情報端末装置により前記符号を
当該携帯情報端末装置のディスプレイにその長手方向を水平方向として表示
して撮像させる」旨の撮像する者に対する「指示」を提示し、このように提
示された「指示」に従って撮像することによって「当該符号が示すロケー
ションにある動画データが前記ディスプレイに長手方向を横方向として表示
される」ものであること
　
（イ）　（Ｅ）、（Ｆ）及び（Ｇ）は、以下に示すとおり、情報の内容に特
徴を有するものないし人間の精神的活動を利用するものであって、いずれの
観点からみても、情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録
や表示を超えた技術的特徴ではない。
　
（Ｅ）について
　（Ｅ）は、「（Ｆ）について」で後述する機能を有する携帯情報端末装置
を所与の前提として、動画データを表示しようとする人間にその符号の撮像
という行為を行わせることであり、専ら、人間の精神的活動に向けられ、こ
れを利用する旨を示すにすぎない。
　



（Ｆ）について
　（Ｆ）は、「商品に関する説明の動画データのネットワーク上での直接の
ロケーションを示す情報、または、当該動画データの当該ロケーションを示
す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケーションを示す情
報」を撮影により読み取ってデコードすることができるようにエンコードし
た（Ｅ）の「符号」として提示されている旨を示しており、いわば、この
「符号」が動画データのありかを直接的又は間接的に示す情報を内容とする
ものである旨を示すにすぎない。
　また、この「符号」は、これが撮像されて読み取られた「動画データの
ネットワーク上での直接のロケーション」又は「動画データの当該ロケー
ションを示す情報が記録されたコンテンツのネットワーク上でのロケーショ
ン」によって「動画データ」を「表示」する機能を有する「携帯情報端末装
置」を介して「動画データ」を符号の撮像者に対して表示するものではある
ものの、本願特許請求の範囲及び明細書の記載からみて、特許を受けるべく
特許請求の範囲において記載された内容は、このような機能やこのような機
能を有する携帯情報端末装置の実現のための技術的事項やコンピュータソフ
トウェアの利用という観点から把握される技術的事項に係るものではなく、
このような機能を有する携帯情報端末装置を所与の前提として、「符号」の
撮像者に「動画データ」に係る情報を表示するにすぎない。
　いずれにしても、（Ｆ）は、情報を提示するための技術的特徴ではなく、
提示された情報の内容を示すにすぎない。
　
（Ｇ）について
　（Ｅ）の「印刷物」の「紙面上」に「提示」される「指示」の内容は、実
質的には、「符号」の「撮像」により「動画データ」を「表示」する機能を
有する「携帯情報端末装置」において、符号が携帯情報端末装置のディスプ
レイにその長手方向を水平方向として表示された状態において撮像されるこ
とによって動画データがディスプレイに長手方向を横方向として表示される
機能が備わっていることを前提として、撮像者にそのような撮像を指示する
というものであって、専ら、このような「指示」が提示された撮像者の精神
的活動を利用するものである。また、「印刷物」の「紙面上」に「指示」を
「提示」することも、情報の提示に係る技術的特徴とはいえない。
　
　さらに、上記の（Ｅ）、（Ｆ）及び（Ｇ）を総合しても、情報の内容に特
徴を有するものないし人間の精神的活動を利用するものであって、全体とし
て情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や表示を超えた
技術的特徴ではない。コンピュータソフトウェアを利用するものということ
もできず、この観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると
いうこともできない。
　
（ウ）　小括
　してみると、補正後の特許請求の範囲の請求項３に記載されたものは、特
許法上の「発明」でなく、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないか
ら、独立して特許を受けることができない。
　
４　補正の却下の決定のまとめ
　以上のとおりであるから、本件補正は、「２」において上述したとおり、
特許法第１７条の２第５項各号に掲げる事項を目的とするものではないか
ら、同項の規定する要件（目的要件）に適合するものでない。
　また、仮に、本件補正が同項第２号に掲げる事項（特許請求の範囲の減
縮）を目的とするものであるとしても、「３」において上述したとおり、本
件補正による補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができ
るものではないから、同法第１２６条第７項の規定を準用する同法第１７条
の２第６項の規定する要件に適合するものでない。
　したがって、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用
する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　よって、補正の却下の決定の結論のとおり決定する。



　
第３　本願発明について
１　本願発明と査定の理由
（１）　「第２」の補正の却下の決定により、本件補正は却下された。よっ
て、本願の請求項１ないし３に係る発明は、平成２９年１月２６日に提出さ
れた手続補正書の特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項によ
り特定されるとおりのものである。
　
（２）　拒絶の査定の理由は、請求項１、請求項２について、特許法第２９
条第１項柱書に規定する要件を満たしていない旨、及び、請求項１及び請求
項２に係る発明は、「第２」の「３」の（１）イ（ア）において上述した引
用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることがで
きない旨を含むものである。
　
２　請求項１について（以下、請求項１に係る発明を「本願発明１」とい
う。）
　請求項１（本願発明１）は、「第２」の「３」の（１）で検討した補正後
の請求項１（本件補正発明１）の「商品の説明を記載した紙面」が「左ペー
ジ及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した
左右見開きの」ものである旨の限定を省き、「紙面の綴じ代側に表示されて
いる」ものである「符号」について、紙面における左ページ及び右ページと
も、紙面を見開いたときにおける紙面の綴じ代側に、見出しに対応づけて表
示されている旨の限定を省いたものである。
　
（１）特許法第２９条第１項柱書について
（ア）　請求項１に記載されたものは、以下の（Ａ’）、（Ｂ’）及び
（Ｃ’）を有する。
　
（Ａ’）商品の説明を記載した紙面を備えた印刷物
　
（Ｂ’）（Ａ’）の紙面上に表示され（て印刷物に備えられ）、前記商品に
関する説明の動画データのネットワーク上での直接のロケーションを示す情
報、または、当該動画データの当該ロケーションを示す情報が記録されたコ
ンテンツのネットワーク上でのロケーションを示す情報をエンコードしてい
て、撮影により読み取ってデコードすることができる符号
　
（Ｃ’）（Ｂ’）の符号が、（Ａ’）の紙面の綴じ代側に表示されているこ
と
　
（イ）　上記の（Ａ’）、（Ｂ’）及び（Ｃ’）は、以下に示すとおり、い
ずれも情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や表示を超
えた技術的特徴ではない。
　
（Ａ’）について
　印刷物の紙面に「商品の説明」を記載することは、一般的な情報の表示を
超えた技術的特徴ではない。
　
（Ｂ’）について
　「第２」の「３」の（１）ア（イ）中の「（Ｂ）について」のとおりであ
る。

（Ｃ’）について
　符号を紙面の綴じ代側に表示することは、実質的に、印刷物において符号
を所定位置において表示することによって情報を提示する旨を示すものであ
り、情報の内容についての特徴を示すにすぎない。



　
　さらに、上記の（Ａ’）、（Ｂ’）及び（Ｃ’）を総合しても、全体とし
て印刷物上での情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や
表示を超えた技術的特徴を示すものではない。コンピュータソフトウェアを
利用するものということもできず、この観点から「自然法則を利用した技術
的思想の創作」であるということもできない。
　
（ウ）　小括
　してみると、特許請求の範囲の請求項１に記載されたものは、特許法上の
「発明」でなく、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないから、特許
を受けることができない。
　
（２）特許法第２９条第２項について
ア　引用文献及び引用発明について
　「第２」の「３」の（１）イ（ア）のとおりである。
　
イ　対比
　本願発明１と引用発明とを対比すると、両者は、「第２」の「３」の
（１）イ（イ）に示した一致点において一致しており、下記の点で相違す
る。
　
（相違点）
　本願発明１は、「前記符号は前記紙面の綴じ代側に表示されている」のに
対し、引用発明は、その旨明示していない点
　
ウ　相違点の判断
　引用文献の図３には、左ページについて見開きの綴じ代側となる右側に二
次元コードを表示する例が図示されており、これにならって、符号を紙面の
綴じ代側に表示するようにすることは、当業者が容易になし得たことであ
る。
　また、本願発明１の構成による効果も格別のものではない。
　
エ小括
　してみると、本願発明１は、引用発明に基づいて、当業者が容易になし得
たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けること
ができない。
　
３　請求項２について（以下、請求項２に係る発明を「本願発明２」とい
う。）
　請求項２（本願発明２）は、「第２」の「３」の（２）で検討した補正後
の請求項２（本件補正発明２）の「商品の説明を記載した紙面」が「左ペー
ジ及び右ページにそれぞれ商品の説明を１つ以上の見出しによって記載した
左右見開きの」ものである旨の限定を省き、さらに、紙面上に表示された
「符号」について、紙面における左ページ及び右ページとも、紙面を見開い
たときにおける紙面の綴じ代側に、見出しに対応づけて表示されている旨の
限定を省いたものである。
　
（１）特許法第２９条第１項柱書について
ア　請求項２に記載されたものは、１の（１）アで示した（Ａ’）及び
（Ｂ’）に加え、下記の（Ｄ’）を有する。
　
（Ｄ’）　（Ａ’）の紙面の（Ｂ’）の符号の表示位置の裏側に印刷がされ
ていないこと
　
イ　１の（１）イで示したように、１の（１）アで示した（Ａ’）及び
（Ｂ’）は、いずれも情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の



記録や表示を超えた技術的特徴ではないところ、上記（Ｄ’）も同様に、一
般的な情報の記録や表示を超えた技術的特徴ではない。
　いわゆる裏写りを避けるため所定の情報掲載位置の裏側に印刷を行わない
ことは、一般的な情報の表示の手法にすぎないのであって、これを超えた技
術的特徴ではない。
　
　さらに、上記の（Ａ’）、（Ｂ’）及び（Ｄ’）を総合しても、全体とし
て印刷物上での情報の単なる提示を示すものであり、一般的な情報の記録や
表示を超えた技術的特徴を示すものではない。コンピュータソフトウェアを
利用するものということもできず、この観点から「自然法則を利用した技術
的思想の創作」であるということもできない。
　
ウ　小括
　してみると、特許請求の範囲の請求項２に記載されたものは、特許法上の
「発明」でなく、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないから、特許
を受けることができない。
　
（２）特許法第２９条第２項について
ア　引用文献及び引用発明について
　「第２」の「３」の（２）イ（ア）のとおりである。
　
イ　対比
　本願発明２と引用発明とを対比すると、両者は、「第２」の「３」の
（２）イ（イ）に示した一致点において一致しており、「第２」の「３」の
（２）イ（イ）の相違点Ｃにおいて相違する。
　
ウ　相違点の判断
　いわゆる裏写りを避けるため所定の情報掲載位置の裏側に印刷を行わない
ことは、常套手段であり、これを採用することは、適宜なし得ることであ
る。
　また、本件補正発明２の構成を採用することの効果も、格別のものでな
い。

エ　小括
　以上のとおり、本願発明２は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特
許を受けることができない。
　
３　まとめ
　以上のとおり、特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載されたもの
は、特許法上の「発明」でなく特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさな
いものであり、また、本願発明１及び本願発明２は、特許法第２９条第２項
の規定により特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり審決する。。

平成３０年　７月１７日

　　審判長　　特許庁審判官 佐藤 智康
特許庁審判官 相崎 裕恒
特許庁審判官 石川 正二

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日



（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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